
 
大 目 次 

 
 
総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 
 
災害予防対策 ・・・・・・・・・・・・・・・  １９ 
 
災害応急対策 

   
  地 震 編 ・・・・・・・・・・・・・・・  ７５ 

   
  風水害編 ・・・・・・・・・・・・・・・ １５３ 

   
  事故等編 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２２７ 
 
災害復旧・復興対策 ・・・・・・・・・・・・ ２５３ 
 
附属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I



 
目   次 

 
総 則 
 
第１節 目的等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
  第 1 目的 
  第２ 計画の性格 
  第３ 計画の構成 
 
第２節 本市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  第１ 地理的条件 

  第２ 社会的条件 

 

第３節 災害の想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  第１ 想定災害 

  第２ 東南海・南海地震防災対策推進地域の指定 

 

第４節 防災関係機関の業務大綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

第１ 高石市 

第２ 堺市高石市消防組合 

第３ 泉北環境整備施設組合 

第４ 大阪府 

第５ 大阪府高石警察署 

第６ 自衛隊（陸上自衛隊第３師団第３７普通科連隊） 

第７ 指定地方行政機関 

第８ 指定公共機関 

第９ 指定地方公共機関 

第１０公共的団体その他防災上重要な機関及び施設の管理者 

 

第５節 市民、事業所の基本的責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

第１ 市民 

第２ 事業所 

 

第６節 計画の修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 

 

 II



 

災害予防対策 
 

 

第１章 災害に強いまちづくり 

 
第１節 都市の防災機能の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

   第１ 防災空間の整備  

   第２ 都市基盤施設の防災機能の強化 

   第３ 木造密集市街地の整備促進 

   第４ 土木構造物の耐震対策の推進 

第５ ライフライン施設災害予防対策 

第６ 市の施設 

 
第２節 建築物の安全化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

第１ 既存建築物の防災対策の促進 

第２ 文化財 

 

 第３節 東南海・南海地震による津波被害防止対策の推進・・・・・・・・・・・ ２８ 

  第１ 津波ハザードマップの作成   

第２ 水防関係機関 

第３ 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者 

 

第４節 水害予防対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

   第１ 河川の改修 

   第２ 高潮対策 

   第３ 津波対策 

第４ 下水道の整備 

 
第５節 危険物等災害予防対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

   第１ 危険物災害予防対策 

   第２ 高圧ガス及び火薬類災害予防対策 

   第３ 毒物劇物等災害予防対策 

   第４ 放射線災害予防対策 

   第５ 危険物等の輸送災害の予防対策 

第６ 危険物積載船舶等災害予防対策 

 

 

第２章 災害応急対策・復旧対策への備え 

 
第１節 総合的防災体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

   第１ 中枢組織体制の整備 

   第２ 防災中枢機能等の確保、充実 

   第３ 防災拠点の整備 

   第４ 装備資機材等の備蓄 

   第５ 相互応援体制の整備 

   第６ 防災訓練の実施 

   第７ 人材の教育 

   第８ 防災に関する調査研究の推進 

 III



   第９ 自衛隊の災害派遣に対する連絡体制の整備 
 
第２節 情報収集伝達体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

   第１ 無線通信施設の整備 

   第２ 情報収集伝達体制の強化 

   第３ 災害広報体制の整備 

   第４ 観測体制の整備 
 
第３節 火災予防対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

   第１ 市街地の火災予防 

 
第４節 消火・救助・救急体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ 

   第１ 消防力の強化 

   第２ 広域消防応援体制の整備 

    

第５節 災害時医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

   第１ 災害医療の基本的考え方 

   第２ 医療情報の収集・伝達体制の整備 

   第３ 現地医療体制の整備 

   第４ 後方医療体制の整備 

   第５ 医薬品等の備蓄及び確保 

  第６ 患者等搬送体制の確立 

   第７ 個別疾病対策 

  第８ 医療関係者に対する訓練等の実施 

 

第６節 緊急輸送体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

   第１ 陸上輸送体制の整備 

   第２ 航空輸送体制の整備 

   第３ 水上輸送体制の整備 

   第４ 救援物資集積場所の指定 

   第５ 民間事業者との協力体制の整備 

  第６ 輸送手段の確保 

   第７ 交通規制・管制の確保 
 
第７節 避難収容体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

  第１ 避難地、避難路の選定 

   第２ 避難地、避難路等の安全性の向上 

  第３ 避難所の選定、整備 

  第４ 避難誘導体制の整備 

  第５ 応急危険度判定制度の整備 

  第６ 応急仮設住宅等の事前準備 

 

第８節 緊急物資確保体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

  第１ 給水体制の整備 

  第２ 食料・生活必需品の確保 
   第３ 他自治体、事業所からの物資の調達 
 
第９節 ライフライン確保体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６２ 

   第１ 上水道 

 IV



   第２ 下水道 

   第３ 電力（関西電力株式会社） 

   第４ ガス（大阪ガス株式会社） 

   第５ 電気通信（西日本電信電話株式会社等） 

   第６ 住民への広報 

 

第１０節 交通確保体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ 

  第１ 鉄道施設 

  第２ 道路施設 

  第３ 港湾施設、漁港施設 

 

第１１節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備・・・・・・・・・・・・・ ６８ 

 
 
第３章 地域防災力の向上 

 
第１節 防災意識の高揚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６９ 

   第１ 防災知識の普及啓発 

   第２ 学校における防災教育 

   第３ 東南海・南海地震防災対策に係る相談窓口の設置 

 

第２節 自主防災体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 

   第１ 自主防災組織の育成 

   第２ 事業所による自主防災体制の整備 

   第３ 救助活動の支援 

 

第３節 ボランティアの活動環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７３ 

 V



 
災害応急対策 
 

地震編 
 

第１章 初動期の活動 
 
 第１節 組織動員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５ 
   第１ 災害対策指令部 
   第２ 災害警戒本部 
   第３ 災害対策本部 
   第４ 職員動員計画 
   第５ 防災関係機関の動員配備体制 
 
 第２節 津波対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 
   第１ 関係機関の組織動員配備体制 
   第２ 津波予報等の伝達 
   第３ 避難対策等 
   第４ 水防活動 
   第５ ライフライン・放送事業者の活動 
   第６ 交通対策 
 
 第３節 災害情報の収集伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 
   第１ 情報収集伝達経路 
   第２ 被害情報の収集・報告 
   第３ 被害情報の報告 
   第４ 通信手段の確保 
   第５ 有線・無線途絶時の対策 
 
 第４節 災害広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 
   第１ 災害広報 
   第２ 広聴活動 
 
 第５節 広域応援等の要請・受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７ 
   第１ 大阪府知事等に対する要請等 
   第２ 広域応援等の受入れ 
 
 第６節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １００ 
   第１ 派遣要請 
   第２ 自衛隊の自発的出動基準 
   第３ 派遣部隊の受入れ 
   第４ 派遣部隊の活動 
   第５ 撤収要請 
 
 第７節 消火・救助・救急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０３ 
   第１ 市 
   第２ 消防組合 
   第３ 府警察 

 VI



   第４ 堺海上保安署 
   第５ 各機関による連絡会議の設置 
   第６ 自主防災組織 
 
 第８節 医療救護活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０５ 
      第１ 医療情報の収集・提供活動 
   第２ 現地医療対策 
   第３ 後方医療対策 
   第４ 医薬品等の確保・供給活動 
   第５ 個別疾病対策 
 
 第９節 避難誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０９ 
   第１ 避難の勧告・指示 
   第２ 避難者の誘導 
   第３ 警戒区域の設定 
   第４ 避難所の開設及び運営 
 
 第１０節 二次災害の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１２ 
   第１ 公共土木施設等 
   第２ 建築物等 
   第３ 危険物等（危険物施設、高圧ガス、火薬類貯蔵所、毒物劇物施設） 
   第４ 放射性物質（放射性同位元素に係る施設等） 
 
 第１１節  交通規制・緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１４ 
   第１ 陸上輸送 
   第２ 水上輸送 
   第３ 航空輸送 
 
 第１２節 ライフラインの緊急対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１７ 
   第１ 上水道施設 
   第２ 公共下水道施設 
   第３ 電力施設 
   第４ 都市ガス施設 
   第５ 電気通信施設 
 
 第１３節 交通の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２１ 
   第１ 被害状況の報告 
   第２ 各施設管理者における対応 
 
 
第２章 応急復旧期の活動 
 
 第１節  災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３ 
   第１ 法の適用 
   第２ 救助の内容 
 
 第２節 避難所の開設・運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２５ 
   第１ 避難所の開設 
   第２ 避難所の管理、運営 
 

 VII



 第３節 緊急物資の供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２７ 
   第１ 給水活動 
   第２ 食料の供給 
   第３ 生活必需品の供給 
   第４ その他の防災関係機関 
 
 第４節 保健衛生活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３０ 
   第１ 防疫活動 
   第２ 被災者の健康維持活動 
   第３ 応援要請 
 
 第５節 福祉活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３２ 
   第１ 要援護高齢者、障害者等の被災状況の把握等 
   第２ 被災した要援護高齢者、障害者等への支援活動 
 
 第６節 社会秩序の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３３ 
   第１ 住民への呼びかけ 
   第２ 警備活動 
   第３ 物価の安定及び物資の安定供給 
 
 第７節 ライフラインの確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３５ 
   第１ 上水道施設 
   第２ 公共下水道施設 
   第３ 電力施設 
   第４ 都市ガス施設 
   第５ 電気通信施設 
 
 第８節 交通の機能確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３８ 
   第１ 障害物の除去 
   第２ 各施設管理者における復旧 
 
 第９節  農水産関係応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３９ 
   第１ 農作物 
   第２ 漁業 
 
 第１０節  住宅の応急確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４０ 
   第１ 被災住宅の応急修理 
   第２ 住居障害物の除去 
   第３ 応急仮設住宅の建設 
   第４ 公共住宅への一時入居 
   第５ 住宅に関する相談窓口の設置等 
   第６ 建設用資機材等の調達 
 
 第１１節  応急教育等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４２ 
   第１ 教育施設の応急整備 
   第２ 応急教育体制の確立 
   第３ 学校給食の応急措置 
   第４ 教職員の確保 
   第５ 就学援助等 

 VIII



   第６ 文化財の応急対策 
  第７ 応急保育 
 
第１２節 廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４５ 
   第１ し尿処理 
   第２ ごみ処理 
   第３ がれき処理 
 
 第１３節  遺体の処理及び火葬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４７ 
   第１ 初期活動 
   第２ 遺体の検視等 
   第３ 遺体の収容・安置 
   第４ 遺体の身元確認 
   第５ 遺体の火葬 
 
 第１４節 自発的支援の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４９ 
   第１ 災害発生時におけるボランティアの活動 
   第２ 義援金品の受付・配分 
   第３ 海外からの支援の受入れ 
 

 IX



 
風水害編 
 

第１章 災害警戒期の活動 
 
 第１節 気象予警報等の伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５３ 
   第１ 気象予警報等 
   第２ 住民への周知 
 
第２節 組織動員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６１ 

   第１ 災害対策指令部 
   第２ 災害警戒本部 
   第３ 災害対策本部 
   第４ 職員動員計画 
   第５ 防災関係機関の組織動員配備体制 
 
 第３節 警戒活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６６ 
   第１ 気象観測情報の収集伝達 
   第２ 水防警報及び水防情報 
   第３ 水防活動 
   第４ ライフライン・交通等警戒活動 
   第５ 在港船舶避難活動 
 
 第４節 避難誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７２ 
   第１ 避難の準備の指示 
   第２ 避難の勧告・指示 
   第３ 避難者の誘導 
   第４ 警戒区域の設定 
   第５ 避難所の開設及び運営 
 
 
第２章 災害発生後の活動 
 
第１節 災害情報の収集伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７５ 

   第１ 情報収集伝達経路 
   第２ 被害情報の収集・報告 
   第３ 通信手段の確保 
 
 第２節 災害広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７８ 
   第１ 災害広報 
   第２ 広聴活動 
 
 第３節 広域応援等の要請・受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８２ 
   第１ 大阪府知事等に対する要請等 
   第２ 広域応援等の受入れ 
 
 第４節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８５ 
   第１ 派遣要請 
   第２ 自衛隊の自発的出動基準 
   第３ 派遣部隊の受入れ 
   第４ 派遣部隊の活動 

 X



   第５ 撤収要請 
 
 第５節 消火・救助・救急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８８ 
   第１ 市 
   第２ 消防本部 
   第３ 府警察 
   第４ 堺海上保安署 
   第５ 各機関による連絡会議の設置 
   第６ 自主防災組織 
 
 第６節 医療救護活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９０ 
   第１ 医療情報の収集・提供活動 
   第２ 現地医療対策 
   第３ 後方医療対策 
   第４ 医薬品等の確保・供給活動 
   第５ 個別疾病対策 
 
 第７節 交通規制・緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９４ 
   第１ 陸上輸送 
   第２ 水上輸送 
   第３ 航空輸送 
 
 第８節 公共土木施設等・建築物応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９７ 
   第１ 公共土木施設等 
   第２ 建築物等 
   第３ 応急工事 
 
 第９節 ライフライン・放送の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９８ 
   第１ 被害状況の報告 
   第２ 各事業者における対応 
 
 第１０節 交通の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０１ 
   第１ 被害状況の報告 
   第２ 各施設管理者における対応 
 
 第１１節 農林水産関係応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０２ 
   第１ 農業用施設 
   第２ 漁業 
   第３ 農作物 
 
 第１２節 災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０３ 
   第１ 法の適用 
   第２ 救助の内容 
 
 第１３節 避難所の開設・運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０５ 
   第１ 避難所の開設 
   第２ 避難所の管理、運営 
 
 第１４節 緊急物資の供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０７ 
   第１ 給水活動 
   第２ 食料・生活必需品の給付 

 XI



 
 第１５節 保健衛生活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０９ 
   第１ 防疫活動 
   第２ 被災者の健康維持活動 
   第３ 応援要請 
 
 第１６節 福祉活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１１ 
   第１ 要援護高齢者、障害者等の被災状況の把握等 
   第２ 被災した要援護高齢者、障害者等への支援活動 
 
 第１７節 社会秩序の維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１２ 
   第１ 住民への呼びかけ 
   第２ 警備活動 
   第３ 物価の安定及び物資の安定供給 
 
 第１８節 住宅の応急確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１４ 
   第１ 被災住宅の応急修理 
   第２ 住居障害物の除去 
   第３ 応急仮設住宅の建設 
   第４ 公共住宅への一時入居 
   第５ 住宅に関する相談窓口の設置等 
   第６ 建設用資機材等の調達 
 
 第１９節 応急教育等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１６ 
   第１ 教育施設の応急整備 
   第２ 応急教育体制の確立 
   第３ 学校給食の応急措置 
   第４ 教職員の確保 

第５ 就学援助等 
第６ 文化財の応急対策 
第７ 応急保育 
 

 第２０節 廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１９ 
   第１ し尿処理 
   第２ ごみ処理 
   第３ がれき処理 
 
 第２１節 遺体の処理及び火葬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２１ 
   第１ 初期活動 
   第２ 遺体の検視等 
   第３ 遺体の収容・安置 

第４ 遺体の身元確認 
第５ 遺体の火葬 

 
 第２２節 自発的支援の受入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２３ 
   第１ 災害発生時におけるボランティアの活動 
   第２ 義援金品の受付・配分 
   第３ 海外からの支援の受入れ 

 XII



 
事故等編 
 
 第１節 海上災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２７ 
   第１ 市の組織動員 
   第２ 府現地災害対策本部との連絡 
   第３ 通報連絡体制 
   第４ 事故発生時における応急措置 
   第５ 事故対策連絡調整本部の設置 
 
 第２節 航空災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３２ 
   第１ 市の組織動員 
   第２ 府現地災害対策本部との連絡 
   第３ その他の地域 
 
 第３節 鉄道災害応急対策・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３４ 
    第１ 市の組織動員 
   第２ 府現地災害対策本部との連絡 

第３ 情報収集伝達体制 
   第４ 鉄道事業者の災害応急対策 
 
 第４節 道路災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３７ 
   第１ 市の組織動員 

第２ 府現地災害対策本部との連絡 
   第３ 情報収集伝達体制 
   第４ 道路管理者の災害応急対策 
 
 第５節 危険物等災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４０ 
   第１ 市の組織動員 
   第２ 府現地災害対策本部との連絡 

第３ 危険物災害応急対策 
   第４ 高圧ガス災害応急対策 
   第５ 火薬類災害応急対策 
   第６ 毒物劇物災害応急対策 
 
 第６節 高層建築物、市街地災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４６ 
   第１ 市の組織動員 

第２ 府現地災害対策本部との連絡 
   第３ 通報連絡体制 
   第４ 火災の警戒 
   第５ 市、消防 
   第６ 府警察 
   第７ 大阪ガス株式会社 
   第８ 高層建築物の管理者等 
 
 第７節 放射線災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５１ 
   第１ 市の組織動員 
   第２ 府現地災害対策本部との連絡 
   第３ 放射性同位元素に係る災害応急対策 

 XIII



 

災害復旧・復興対策 
 
第１章 生活の安定 
 
 第１節 復旧事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５３ 
   第１ 被害の調査 
   第２ 公共施設等の復旧 
   第３ 激甚災害の指定 
   第４ 激甚災害指定による財政援助 
 
 第２節 被災者の生活確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５５ 
   第１ 災害弔慰金等の支給 
   第２ 災害援護資金・生活資金等の貸付 
   第３ 租税等の減免及び徴収猶予等 
   第４ 住宅の確保 
   第５ 被災者生活再建支援金 
 
 第３節 中小企業の復興支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６０ 
   第１ 市の措置 
   第２ 融資の種類 
 
 第４節 農林漁業関係者の復興支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６１ 
   第１ 市の措置 
   第２ 資金の融資 
 
 
第２章 復興の基本方針 
 
 第１節 復興の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６３ 
   第１ 基本方針の決定 
   第２ 原状復旧 
   第３ 復興計画の作成 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XIV



 

附属 

東海地震の警戒宣言に伴う対応 
 

 

第１章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６５ 

   第１ 目的 

   第２ 基本方針 

 

 

第２章 東海地震注意情報発令時の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６６ 
   第１ 東海地震注意情報の伝達 

   第２ 警戒態勢の準備 

 
 
第３章 警戒宣言が発せられた時の対応措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６７ 

   第１ 東海地震予知情報等の伝達 
   第２ 警戒態勢の確立 

   第３ 住民、事業所に対する広報 

 XV


